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鹿児島県

（※については例規集登載事項）
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○鹿児島県漁業調整規則の一部を改正する規則（※） （水産振興課取扱い）１

告 示

○私立学校の廃止の認可 （子育て支援課取扱い）１

○肥料の登録の有効期間の更新 （経営技術課取扱い）２

○児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定 （姶良・伊佐地域振興局取扱い）２

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービス事業者の指定 （姶良・伊佐地域振興局取扱い）２

○児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の廃止 （大隅地域振興局取扱い）３

○児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定 （大隅地域振興局取扱い）３

公 安 委 員 会 告 示

○遊技機の型式の検定の告示 （生活安全企画課取扱い）３

鹿児島県漁業調整規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年５月13日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第53号

鹿児島県漁業調整規則の一部を改正する規則

鹿児島県漁業調整規則（令和２年鹿児島県規則第52号）の一部を次のように改正する。

第51条に次の１項を加える。

２ 前項の規定による命令を受けた者は，通信の妨害その他の当該命令に係る電子機器の機能

を損なう行為をしてはならない。

第59条第１項中「者は」を「場合には，当該違反行為をした者は」に，「懲役」を「拘禁刑」

に改め，同項各号中「者」を「とき。」に改める。

第60条中「者」を「ときは，当該違反行為をした者」に改める。

附 則

１ この規則は，公布の日から施行する。ただし，第59条第１項の改正規定（「懲役」を「拘

禁刑」に改める部分に限る。）及び次項の規定は，令和７年６月１日から施行する。

２ 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については，な

お従前の例による。

鹿児島県告示第383号

学校教育法（昭和22年法律第26号）第４条第１項の規定により，私立学校の廃止を次のとお

り認可した。

令和７年５月13日

鹿 児 島 県 公 報
令和７年５月13日（火）第616号
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鹿児島県知事 塩田康一

認可年月
名 称 位 置 設置者 廃止期日

日

幼稚園型認定こども園 鹿児島市喜入町335番地１ 学校法人 令和７年 令和７年

喜入幼稚園 野元学園 ２月20日 ３月31日

鹿児島県告示第384号

肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定により，次

のとおり肥料の登録の有効期間を更新した。

令和７年５月13日

鹿児島県知事 塩田康一

更 新 後 の 生 産 業 者
登録番 肥 料 の 種 肥 料 の 名

登 録 の 有 保証成分量（％） その他の規格 氏 名 又 は
号 類 称 住 所

効 期 限 名 称

鹿児島 令和13年 蒸 製 骨 粉 Ｓ Ｋ Ｆ 国 窒素全量 3.0 その他の制限事項 サ ン テ グ 曽 於 市 末

県肥第 ５月28日 産 蒸 製 骨 りん酸全量22.0 は公定規格のとお レ 株 式 会 吉 町 南 之

1299号 粉 － ２ り 社 郷158番地

姶良・伊佐地域振興局告示第14号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

令和７年５月13日

姶良・伊佐地域振興局長 大西千代子

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

Visionパレット 姶良市蒲生町下 株式会社ニュー 姶良市蒲生町下 内田めぐみ 令 和 ７ 年 児 童 発 達

はなまる 久德樋之口1573 トラル 久德1573番２ ３ 月 ３ 日 支 援 ・ 放

番２ 課 後 等 デ

イ サ ー ビ

ス

キャンバスアー 霧島市国分福島 特定非営利活動 霧島市隼人町住 島田麻也子 令 和 ７ 年 児 童 発 達

ト 二丁目2319番地 法人パレット＆ 吉295番地１ ４ 月 １ 日 支 援 ・ 放

８ キャンバス 課 後 等 デ

イ サ ー ビ

ス ・ 保 育

所 等 訪 問

支 援

姶良・伊佐地域振興局告示第15号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

29条第１項の規定により，次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。

令和７年５月13日

姶良・伊佐地域振興局長 大西千代子

事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

ラヴィータ加治 姶良市加治木町 一般社団法人福 宮 崎 市 柳 丸 町 上村 晋平 令 和 ７ 年 短 期 入 所

木 錦江町134番地 聚会 144番地 ３ 月 １ 日 ・ 共 同 生

活 援 助
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鹿 児 島 県 公 報 令和７年５月13日（火）第616号

はやとの風 霧島市国分広瀬 ＣＥＮＣＩＡ株 岐阜市三歳町五 村上 栄里 令 和 ７ 年 就 労 継 続

二丁目24－20 式会社 丁目24番地１ ４ 月 １ 日 支 援 Ｂ 型

大隅地域振興局告示第18号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20第４項の規定により，指定障害児通所

支援事業者から次のとおり指定通所支援の事業の廃止の届出があった。

令和７年５月13日

大隅地域振興局長 坂脇健一

事 業 所 指定障害児通所支援事業者 障 害 児 通
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

クローバーよつ 鹿屋市笠之原町 株式会社スリー 東京都西東京市 鈴木 剛 令 和 ７ 年 児 童 発 達

ばのいえ笠之原 46番23号 ベル ひばりが丘北三 ４月30日 支 援

丁目７番14号

大隅地域振興局告示第19号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

令和７年５月13日

大隅地域振興局長 坂脇健一

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

ひかり 肝属郡錦江町城 学校法人寺田学 肝属郡錦江町城 寺田 秀樹 令 和 ７ 年 児 童 発 達

元517番地２ 園 元517番地２ ４ 月 １ 日 支 援 ・ 放

課 後 等 デ

イ サ ー ビ

ス

鹿児島県公安委員会告示第48号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

令和７年５月13日

鹿児島県公安委員会委員長 石窪奈穂美

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 ｅ花の慶次～傾奇一転Ｈ６ 株式会社ニューギン 5P0045

ぱちんこ遊技機 ＰＡシン・エヴァンゲリオンＹ 株式会社ビスティ 3P1780

回胴式遊技機 ＬＢＴＣＳＦ４ 岡崎産業株式会社 4S1919

回胴式遊技機 ＬＢエヴァンゲリオンｓＲ 株式会社三共 530121

回胴式遊技機 ＬダーリンインザフランキスＳＡ 株式会社スパイキー 5S0291

公 安 委 員 会 告 示


